
　

東
信
交
通
災
害
共
済
は
、
交
通

事
故
に
よ
り
人
身
に
被
害
を
受
け

た
方
を
救
済
す
る
た
め
の
支
え
合

い
共
済
で
す
。

　

15
歳
以
上
の
方
は
年
間
５
０
０

円
、
15
歳
未
満
の
方
は
年
間
２
０

０
円
と
安
い
掛
金
で
加
入
で
き
ま

す
。
自
宅
を
離
れ
て
い
る
学
生
も

加
入
で
き
ま
す
。

　

町
か
ら
各
世
帯
へ
送
付
い
た
し

ま
す「
交
通
災
害
共
済
加
入
の
ご

案
内
」通
知
を
持
参
の
上
、
所
定

の
金
融
機
関
で
会
費
の
納
入
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に
申

し
込
み
を
さ
れ
た
方
は
、
平
成
26

年
４
月
１
日
か
ら
会
員
と
な
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
お
早
め
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
〝
ま
さ
か
〞の
事
故
に
備
え
、
家

族
み
ん
な
で
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

【
共
済
掛
金
】

　

15
歳
以
上（
年
間
）５
０
０
円

　

15
歳
未
満（
年
間
）２
０
０
円

【
会
員
期
間
】

　

平
成
26
年
４
月
１
日
〜

 

平
成
27
年
３
月
31
日

　
（
た
だ
し
、
４
月
１
日
以
降
に

申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
は
、
そ
の

翌
日
か
ら
平
成
27
年
３
月
31
日
ま

で
と
な
り
ま
す
。）

【
会
費
納
入
場
所
】

●
㈱
八
十
二
銀
行
本
支
店

●
上
田
信
用
金
庫
本
支
店

●
郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

　
（
長
野
、
新
潟
県
内
に
限
る
）

●
佐
久
浅
間
農
業
協
同
組
合

　
（
町
内
の
支
所
に
限
る
）

※ 

役
場
総
務
課
窓
口
で
は
、
お
支

払
い
で
き
ま
せ
ん
。
御
代
田
町

指
定
金
融
機
関（
役
場
内
の
銀

行
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
交
通
事
故
の
場
合
の
措
置
】

　

交
通
事
故（
自
損
事
故
を
含
む
）

で
負
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
最

寄
り
の
警
察
署
に
報
告
し
て
く
だ

さ
い
。
無
届
け
や
物
件
事
故
扱
い

の
場
合
は
、
見
舞
金
の
支
給
制
限

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
見
舞
金
の
請
求
】

　

交
通
事
故
に
よ
り
人
身
に
被
害

を
受
け
た
と
き
は
、
事
故
発
生
日

か
ら
１
年
以
内
の
災
害
の
程
度
に

応
じ
共
済
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

役
場
総
務
課
に
て
申
請
用
紙
を

お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

　

請
求
期
間
は
、
事
故
発
生
か
ら

２
年
以
内
で
す
。

【
後
遺
障
害
見
舞
金
】

　

共
済
見
舞
金
と
同
様
の
事
故
に

よ
り
、
事
故
発
生
日
か
ら
２
年
以

内
に
そ
の
事
故
を
直
接
の
原
因
と

し
て
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
た
場
合
に
支
給
し
ま
す
。

　

請
求
期
間
は
、
身
体
障
害
者
手

帳
交
付
日
か
ら
１
年
以
内
で
す
。

共
済
見
舞
金
と
は
別
に
支
給
し
ま

す
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

 

総
務
課
庶
務
係（
内
線
25
）

【後遺障害見舞金等級表】

区　　分
上　限　額

交通事故証明書の添
付による請求の場合

交通事故申立書の添
付による請求の場合

身体障害１級および２級 100万円 50万円
身体障害３級 50万円 25万円
身体障害４級 25万円 12万5千円

【見舞金の支給制限】
会員または見舞金受取人の故意による場合。天災、暴動等異常事態による場合。
正当な理由なしに医師の指示に従わない場合。無免許または酒気帯び運転にお
いて生じた交通事故により、運転者が災害を受けた場合。

少
な
い
会
費
で
大
き
な
保
証
！

【共済見舞金等級表】

区　　分 算　定　方　法

上　限　額
交通事故証
明書の添付
による請求
の場合　　

交通事故申
立書の添付
による請求
の場合　　

死 亡 見 舞 金 死亡した場合 120万円 60万円

災 害 見 舞 金
(治療実日数4日
以上の方を支給
対象とする)

基　礎
見舞金

1回の事故につき
2万円

38万円 8万円入　院
見舞金

1日につき2千円
ただし、180日を上
限とする

通　院
見舞金

1日につき1千円
ただし、120日を上
限とする

備考
① 災害見舞金の額は、基礎見舞金、入院見舞金および通院見舞金のそれぞれ算
定した額の合計額とする。

②1日に2ヵ所以上の医療機関で治療を受けても実日数は1日とする。
③通院治療には往診治療を含むものとする。

みよた広報 やまゆり3月号 （6）　



町民課環境衛生係　（32）3111　（内線47・74）

環境衛生情報

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ項目 内容 備考 依頼先

1 保守点検
(浄化槽法第10条)

機器の点検・修理・
消毒剤の補充を行
ないます。

家庭用浄化槽は
年に３～４回以上

(浄化槽の種類・処理方式によ
り、回数が定められています)

浄化槽保守点検業者一覧表
(長野県知事登録)

2 清掃
(浄化槽法第10条)

浄化槽の中に溜ま
った汚泥などを抜
き取ります。

毎年１回以上
(浄化槽の処理方式により、
回数が定められています)

■㈲博衛企業
（御代田町許可業者）

0267（32）2416

3
法定検査
(浄化槽法第7条
 ・第11条)

保守点検や清掃の
実施状況の確認を
含め、浄化槽の状
態を総合的に判定。

「設置後検査」
使い始めて3ヵ月以後 

8ヵ月以内に1回

「定期検査」 毎年1回

■㈳長野県浄化槽協会
東信検査センター

0267（63）1105

　

浄
化
槽
と
は
、
し
尿
や
生
活

排
水
の
汚
水
を
微
生
物
の
力
に

よ
っ
て
き
れ
い
に
処
理
し
、
河

川
な
ど
に
流
す
装
置
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
浄
化
槽
の
適
正

な
維
持
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い

と
地
域
の
河
川
や
水
道
水
の
水

源
地
を
汚
し
て
し
ま
い
ま
す
。

①
維
持
管
理
に
つ
い
て

　

保
守
点
検
は
、
長
野
県
知
事

の
登
録
を
受
け
た
浄
化
槽
保
守

点
検
業
者
に
、
清
掃
は
、
御
代

田
町
に
許
可
を
受
け
た
浄
化
槽

清
掃
業
者
に
委
託
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
法
定
検
査
は
指
定
検
査

機
関
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

②
使
用
上
の
注
意

　

浄
化
槽
は「
微
生
物
」の
働
き

を
利
用
し
て
汚
水
を
処
理
す
る

も
の
で
す
。
微
生
物
は
生
き
物

で
す
の
で
、
台
所
で
は
、
油
や

野
菜
く
ず
を
な
る
べ
く
流
さ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ト
イ

レ
で
は
、
洗
剤
の
使
い
過
ぎ
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
微

生
物
に
空
気
を
送
る「
ブ
ロ

ワ
ー
」の
電
源
は
勝
手
に
切
ら

な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
環
境
衛
生
係

 

（
内
線
47
）

?

?
?

?

問
い
合
わ
せ
先

 

町
民
課
環
境
衛
生
係（
内
線
47
）

　

他
の
靴
と
同
様
に
燃
え
る
ご
み
に
な

り
ま
す
。

誤　

不
燃
ご
み

　
　

可
燃
ご
み

㊣
防
寒
靴

●❷
　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
で
き
て
い
ま
す
が
、

　

プ
ラ
マ
ー
ク
が
な
い
た
め
、
不
燃
ご

み
に
な
り
ま
す
。
収
集
に
出
す
か
、
井

戸
沢
処
分
場
に
直
接
お
持
ち
下
さ
い
。

誤　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

　
　

不
燃
ご
み

㊣
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
ケ
ー
ス

●❶

● 

草
刈
り
機
で
ト
レ
ン
チ

の
検
水
口
を
傷
つ
け
て

し
ま
っ
た
。

● 

浄
化
槽
の
上
で
焚
き
火

を
し
て
浄
化
槽
が
使
え

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

● 
浄
化
槽
の
マ
ン
ホ
ー
ル

を
土
で
埋
め
た
り
、
物

を
置
い
た
り
し
て
保
守

点
検
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

● 

薬
品
を
排
水
溝
に
流
し

て
し
ま
い
微
生
物
が
全

滅
し
て
し
ま
っ
た
。

御
代
田
町
で
あ
っ
た

浄
化
槽
の
ト
ラ
ブ
ル

（7） みよた広報 やまゆり3月号


